平成21年度　第２回 建築士定期講習のご案内
（財）建築技術教育普及センター
（社）香川県建築士会・（社）香川県建築士事務所協会

　
平成20年11月28日に施行された新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級・二級・木造建築士は、3年ごとに一級建築士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習を受けることが義務付けされています。なお、経過措置として、現在建築士事務所に所属又は平成24年3月31日までに建築士事務所に所属した建築士は、平成24年3月31日までに最初の建築士定期講習を受ければよいこととなります。現在建築士事務所に所属していない建築士の方も建築士定期講習を受講することができ、受講修了後に建築士事務所に所属した場合は、法定講習の受講として扱われます。
	注意：建築士定期講習は従来より建築士会主催で行っている「建築士のための指定講習会（現：すべての建築士のための総合研修）」ではありません。また（財）建築技術教育普及センター主催の「管理建築士講習（資格取得講習）」とも別の講習です。建築士定期講習は管理建築士も受講する必要があります。


■講習日　　 　平成21年8月20日（木）　９：３５～１７：４０　（事前説明および修了考査の時間を含む）
■講習場所　　サンメッセ香川　2F　大会議室　　（定員250名）　　

　高松市林町2217-1　（駐車場あり）　　TEL　087-869-3333　　　
■申込書配付・受付について
　◇配付期間　　　平成21年5月25日（月）～6月12日（金）9：30～16：30　（土日を除く）

　　　　　　　　　　　　　　＊ 申込書は無料ですが、郵送による配付を希望の方は下記依頼書と送料分の切手140円を
同封し配付・受付場所までお送り下さい。

　◇受付期間　　　平成21年6月 1日（月）～6月23日（火）9：30～16：30　（土日を除く）

　◇配付・受付場所　　　（社）香川県建築士会　　　　　　　　高松市天神前6-34　村瀬ビル2F

　　　　　　　　　　　　　　　（社）香川県建築士事務所協会　　高松市磨屋町6-4　香川県建設会館3F
■受講手数料　１５，７５０円　（テキスト代　および　消費税額750円を含む）
	(社)香川県建築士会　　　　　　　香川県高松市天神前6-34　村瀬ビル2階　    　TEL　087-833-5377

　　　　　　　　　　　　　　　　　http://kagawakenchikushikai.com　　　  　　FAX　087-833-5394
　　　
(社)香川県建築士事務所協会　　　香川県高松市磨屋町6-4　香川県建設会館3階　TEL　087-821-4280　
　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.sekkei-kagawa.or.jp             FAX　087-823-0712


■配付・受付・問い合わせ


申込書送付依頼書　（申込者1名ごとに記入、複数の場合はコピーしてお使い下さい）
	受講申込者名
	勤　務　先　名
	連絡先　TEL

	
	
	

	
	
	（携帯電話）

	申込書送付先

（右欄を返送用ラベルとして使用しますので正確にご記入下さい）

送料分の切手140円を同封のこと。
	〒
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